
「くまなびの日」実施要項 

熊本県立小国支援学校  

 

この要項は、本校の「くまなびの日」の実施に当たり、必要な事項を定めたものです。 

この要項の始期は、令和６年（２０２４年）５月１日からとします。 

 

１ 趣旨  

教育の出発点である家庭において、子供一人一人の個性や能力に応じた多様な学びの

機会を創出し、可能性を広げることができるよう、子供と家族が一緒に休める環境を

整備します。 

 

２ 内容  

子供が、保護者等とともに、校外で体験的な学習活動を行うとき、欠席日数に含めな

いものとして取り扱います（教育上特に必要で、校長が出席しなくてもよいと認める

場合として取り扱います）。なお、「くまなびの日」を取得した日の学習内容の補習に

ついては、自習での対応となります。 

 

３ 取得日数  

各年度３日以内（３日連続の取得も可能） 

 

４ 「くまなびの日」活用（届出）の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

① 相談する 学校行事の日など、「くまなびの日」を取得することができない日もあ

ります。取得を考えられたら予定でも構いませんので、早めに担任に御

相談ください。その際に届出方法についても説明いたします。 

② 計画を立てる 担任から取得日について「了承」を得られましたら、子供と一緒に体験

や探究の学び、活動について話し合い計画を立ててください。 

③ 届け出る （別紙）「くまなびの日」取得届を原則、取得日の７日前までに担任に

御提出ください。 

④ くまなびの日 子供と一緒に、校外で体験や探究の学び・活動を行います。 

⑤ 振り返る 学んだことを子供と話し合ったり、次回の計画を考えたりします。 

子供一人一人の個性や能力に応じた多様な学びの確立へ 


